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道路際で川と垂直に立った場合、川の対岸までが５０
メートル以内の範囲で、川の中にいるヒグマを観察す
るために道路上に留まることは「つきまとい」行為と
なり、禁止されています。

１ 無理のない登山計画書を提出しましょう！

２ 単独での登山は避けましょう！
３ 携帯電話を必ず持ちましょう！

４ 事前に気象情報を確認しましょう！

５ スキー場の標識や注意事項を守りましょう！


